
厚生年金保険等の収納に係る平成22年度行動計画（機構全体版）  

平成22年4月  

日本年金機構本部   



1．対象期間   

平成22年4月～平成23年3月  

2．機構全体の目標  

（1）未適事業所への適用対策を進めつつ、確実に保険料収入を確保する。  

（2）口座振替実施率について、21年度と同等以上の水準を確保する。  

（3）納付期限内収納の確保に努めるとともに、新規発生の滞納について、早期解消に努める。  

（4）時効中断措置を全件実施するなど、保険料債権の確実な管理に努めるとともに、差押、執行停止など適正かつ計画的な滞納処分  

を推進する云  

3．目標達成のための主要な取り組み  

（1）本部  

① 6月中を目途に厚生年金徴収対策要員として、500名．程度の職員（正規職員又は准職員）を年金事務所に配置する。  

② 徴収職員に対して、研修センターにおいて集合研修を実施する他、ブロック本部が行う研修のための教材を作成する。  

（2）ブロック本部   

① 行動計画の策定について、必要な助言・指導をするとともに、年金事務所から提出された行動計画等が、作成マニュアルに沿  

ったものとなっているかどうか点検を行う。また、年金事務所から提出される月次報告等に基づき、取り組みが遅れている年金  

事務所に対して、原因を聴取し、必要な改善策を指導する。  

② 未経験職員に対し、法令や事務の実施手順等の基礎的な集合研修を1回1日程度で実施するほか、経験の浅い課長に対し、事  

務所訪問による実務指導を実施する。   

③ 財務大臣（国税庁）への滞納処分等の権限委任を行う予定の全ての事案について委任要件について審査するとともに、委任案  

件について事務所と共同で捜索や差押えを実施する。また、管轄の国税局と委任事案についての事前照会等の調整を行う。   

④ 上記以外の事案であっても、大口案件（滞納月数24か月以上、滞納金額5000万円以上を目安としてブロック本部の実情  

に合わせて設定）の調査、捜索を前提とした調査、大口倒産の場合の調査等については支援を行う。   



（3）年金事務所  

年金事務所行動計画策定手順書（マニュアル）に沿って行動計画を作成し、目標を達成するために、各種事業の計画的な推進に  

努める。なお、行動計画の作成、実施に当たって留意すべき事項については、行動計画策定手順書（マニュアル）に示すので、  

これを参考とする。  
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年金事務所における厚生年金保険等の収鰍こ係る   

平成22年鹿行動計画の策定手順書（マニュアル）  

平成22年4月  

日本年金機構本部   



Ⅰ 目標の設定方法等   

1．行動計画で進捗管理を行う項目   

（1）保険料収納率   

（2）口座振替実施率及び新規に適用する事業所の口座振替実施率   

（3）滞納事業所解消数   

（4）時効中断件数   

（5）執行停止件数及び金額   

（6）差押件数  

2．目標を設定する項目及び目標の設定方法  

（1）上記1のうち保険料収納率については、  

21年度並みの収納率を年度目標として設定する。  

（各月の目標（各月末における収納率）についても前年並みの実績を参考とし、月末が休日のため納付期限が翌月となる場合の  

影響を調整したうえで目標を設定する。）  

（2）上記1のうち口座振替実施率（事業所件数で算出）については、21年度と同等以上の水準の目標を設定する。また、新規に適  

用する事業所については、90％以上の口座振替実施率を目標とする。  

（注） 上記1のうち（3）、（4）、（5）、（6）については、目標を設定せず、実績報告を求めるのみの取扱いとする。  

Ⅱ 本部への報告   

（1）行動計画の目標  

年金事務所は、ブロック本部へ平成22年度行動計画目標（別紙様式1）を5月21日まで提出すること。ブロック本部におい  

ては、計画の内容等確認等を行い、管内年金事務所目標シートを取りまとめのうえ、本部へ5月31日までに提出すること。  

本部においては、6月中に内容の審査を行い、各年金事務所の行動計画を確定する。年金事務所においては、行動計画が確定す  

るまでの間は、提出した計画に基づき暫定的に対策を推進する。   



（2）実績の月次報告  

年金事務所は毎月、別紙様式2～7に従って、実施状況を翌月15日までにブロック本部に提出すること。ブロック本部におい   

ては、内容等を確認し、ブロック別集計表及び管内年金事務所ごとの行動計画実施状況シートを25日までに本部へ報告すること。   

（注）22年4月分の実績は、5月分と併せて6月に報告する。  

Ⅲ 行動計画の実施に当たっての留意すべき事項  

1．新規適用事業所に対する口座振替の勧奨  

新規に適用する事業所については、90％以上の口座振替実施率を目標とし、新規適用届を受理する際には、できるだけ、口座振  

替申出書も併せて提出するよう勧奨する。  

2．口座振替不能事業所に対する納付督励  

口座振替不能事業所に対しては、速やかに保険料の納付督励を行い、確実な徴収と滞納の長期化の防止を図る。  

3．滞納事業所に対する速やかな滞納処分の実施等   

① 滞納事業所から納付が困難である旨の申出があった場合には、事業所の経営状況や将来の見通しなどを丁寧に聞き取ったうえで、  

きめ細やかな納付指導を行う。   
② ①の納付指導に従わない滞納事業所に対しては、速やかに財産調査、差押など一連の滞納処分を実施する。   

③ 時効中断措置の必要な滞納事業所に対しては、時効中断措置を全件実施することを目標として、計画的な取組みを行う。   

④ 滞納処分を執行することができる財産がない場合など、国税徴収法第153条第1項に該当する事由があるときは、事務処理手順  

等を遵守し、遅滞なく滞納処分の執行停止を行う。  

4．財務大臣（国税庁）への滞納処分等の権限委任の活用  

財務大臣（国税庁）への滞納処分等の権限委任を行う可能性のある事案については、ブロック本部の指導を待つつ共同で差押えや   

捜索等を実施する。  
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別紙様式1  

行動計画目標シート  

1保険料収納率  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   4月  年度目標   

健康保険   
22年度（目標）  

21年度（実績）  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   4月  年度目標   

厚生年金保険   
22年度（目標）  

21年度（実績）  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   4月  年度目標   

22年度（目標）  
船員保険  

21年度（実績）  

2 口座振替実施率  
4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  年度目標   

22年度（目標）  
健康保険  

21年度（実績）  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  年度目標   

22年度（目標）  
厚生年金保険  

21年度（実績）  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月  年度目標   

22年度（目標）  
船員保険  

21年度（実績）  

（注）1平成21年度までの実績値を参考にして行動計画目標を設定する。   

2月末が休日のため納付期限が翌月となる場合は、納付期限までの収納額を含んだ収納率として設定する。  
3 数値は、小数点第2位を四捨五入とする。   

4「船員保険」欄については、医療保険のうち船舶所有者にかかるものを計上する。   



別紙様式2－●  

行動計画実施状況シート  

保険料収納率  
00 ブロック  

00 年金事務所  

保険料収納率（健康保険）  （円  

収納率（％）  
徴収決定済額（本月分）  徴収決定済籠（累計）  収納済額（本月分）  収納済額（累計）  不納欠損額（本月分）  不納欠損額（累計）   

21年度  22年度   
収納未済嶺  

4月  ＃DIV／0！  0  0  0  

5月  ＃DIV／0！  0  0  0  

6月  ＃DIV／0！  0  0  0  

7月  ＃DIV／0！  0  0  0  

8月  ＃DiV／0！  0  0  0  

9月  ＃DIV／0！  0  0  0  

10月  ＃DIV／0！  0  0  0   

11月  ＃DIV／0！  0  0  0   

12月  ＃DlV／0！  0  0  0  

1月  ＃DIV／0！  0  0  0   

2月  ＃DIV／0！  0  0  0   

3月  ＃DIV／0！  0  0  0   

4月  ＃DfV／0！  0  0  0   

（注）1収納率の平成21年度については、各月の実績値を入力する。数値は、小数点第2位を四捨五入とする。  
2徴収決定済額は、本月中に徴収決定した額を入力する。4月及び5月については、前年度より繰り越した額を含めた額とする。  

3 収納済鍍は、本月中に収納した額を入力する。  
4不納欠損額は、本月中に欠損した額を入力する。  
5月末が休日のため納付期限が翌月となる場合は、口座振替納付分、納期内納付分を含めて入力する。  

1   
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別紙様式2－：  

行動計画実施状況シート  

保険料収納率  
00 ブロック  

0（｝∴年金事務所  

保険料収納率（厚生年金保険）  （円  

収納率（％）  
徴収決定済頴（本月分）  徴収決定済額（累計）  収納済額（本月分）  収納済嶺（累計）  不納欠損額（本月分）  不納欠損額（累計）   収納未済籠  

21年度  2之年度   

4月  ＃DIV／0！  0  0  0   

5月  ＃DIV／0！  0  0  0   

6月  ＃DIV／0！  0  0  0   

7月  ＃DIV／0！  0  0  0   

8月  ＃DIV／0！  0  0  0   l   

9月  ＃DIV／0！  0  0  0   竃   

10月  ＃DIV／0！  0  0  0   1   

11月  ＃DIV／0！  0  0  0   （   

12月  ＃DIV／0！  0  0  0   （   

1月  ＃DIV／0！  0  0  0   

2月  ＃DIV／0！  0  0  0   （   

3月  ＃DIV／0！  0  0  0   

4月  ＃DIV／0！  0  0  0   

（注）1収納率の平成21年度については、各月の実績値を入力する。数値は、小数点第2位を四捨五入とする。  
2徴収決定済額は、本月中に徴収決定した額を入力する。4月及び5月については、前年度より繰り越した額を含めた親とする。  
3 収納済臨は、本月中に収納した籠を入力する。  
4 不納欠損額は、本月中に欠損した籠を入力する。  
5 月末が休日のため納付期限が翌月となる場合は、口座振替納付分、納期内納付分を含めて入力する。  
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別紙様式2－：  

行動計画実施状況シート  

保険料収納率  
00 ブロック  

保険料収納率（船員保険）  （円  

収納率（％）  
徴収決定済顕（本月分）  徴収決定済額（累計）  収納済嶺（本月分）  収納済薇（累計）  不納欠損額（本月分）  不納欠損額（累計）   

21年度  22年度   

収納未済嶺  

4月  ＃DIV／0！  0  0  0   

5月  ぬⅠ∨／0！  0  0  0   

6月  ＃DlV／0！  0  0  0   

7月  ＃DIV／0！  0  0  0   

8月  ＃DIV／0！  q  0  0   

9月  ＃DIV／0！  0  0  0   

10月  ＃DIV／0！  0  0  0   

11月  ＃DIV／0！  0  0  0   

12月  ＃DlV／0！  0  0  0   

1月  ＃DIV／0！  0  0  0   

2月  ＃DIV／0！  0  0  0   

3月  ＃DIV／0！  0  0  0   I   

4月  ＃DlV／0！  0  0  0   t   

（注）1収納率の平成21年度については、各月の実績値を入力する。数値は、小数点第2位を四捨五入とする。  
2徴収決定済矧ま、本月中に徴収決定した額を入力する。4月及び5月については、前年度より繰り越した額を含めた額とする。  
3収納済額は、本月中に塀納した額を入力する。  
4不納欠損額は、本月中に欠損した鏡を入力する。  
5月末が休日のため納付期限が翌月となる場合は、口座振替納付分、納期内納付分を含めて入力する。  
6本シートは、医療保険のうち船舶所有者にかかるものを計上する。  
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別紙様式3－1   

行動計画実施状況シート  

口座振替実施率（全体分）  
00 ブロツウ  

00 年金事務所  

1口座振替実施率  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   

適用事業所致  

22年度                              口腹実施事業所教  

健康保険  
口座振替実施率  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／8！  ＃DIV／0！  

21年度  口座振替実施率  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   

適用事業所数  

22年度                              ロ振実施事業所数  

厚生年金保険  
口座振替実施率  ＃DtV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  

21年度  口座振替実施率  

4月   5月   6月   7月   8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月   3月   

適用事業所数  

22年度                              口振実施事業所数  

船員保険  
口座振替実施率  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃D】∨／0！  ＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃D】∨／0！  

21年度  口座振替実施率  

（注）1適用事業所数及び口座振替事業所数は、告知額一覧表より計上する。  

2 数値は、小数点第2位を四捨五入とする。  
3「船員保険」欄については、医療保険のうち船舶所有者にかかるものを計上する   



別紙様式3－2   

行動計画実施状況シート  

口座振替実施率（新規分）  
00 ブロック  

（〕（）年金事務所  

2 新規に適用する事業所の口座振替実施率  

4月 5月   6月 7月 8月  9月   10月   11月   12月  －1 2月   3月 

新規適用事業所数  

累計  0   0   O 0   0   0   O 0   0  0   0   0  

新規適用事業所のう  

健康保曝∧  2早年壊  
ち口座振替事業所数  

累計 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

当月口座振替実施率  ∴＃D王∨／0！、  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃DⅢソ0！  ＃DIV／0仁  †′＃DIV／0仁  ＃DIV／0！  ＃DlV／0仁  、＃DIV／0！／  ＃DlV／0！  ＃DlV／0！  ＃DlV／0！  

累計中座振替実施垂  ＃DIV／0ト  ■＃D！V／0！  ＃DIV／0！ 

4月   亭月   6月 7月 8   9月   10月  11月   1頭   月   草月   3月   

新規適用事業所数  

0   0   0   O 0   O 0  0   0   0  0  

新規適用事業所のう  

虐生年食保険  2享年獲  

嶺計 O p   0   0   0   0   0   0   0   0  

当月P座振替実施率  ＃DlV／P！  ＃DIVノ0き  ＃DIV／0！  ＃D’lV／0！  欄D】VO！  、＃DIV／0！  ＃D王VO！  ＃DIV／0！′  ：＃DIV／0！  ー＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  

農計口座振草案施率  ＃DIV／0！：  ＃PIV／0！  ′＃DlV／0！  ＃DIV／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0！  ＃D王V′0！、  ＃DlV／0卜  ＃D！V／0！  ＃D王∨／0！  ＃DIV／0！  ＃DlV／0ト   

（注）1適用調査課より、新規適用事業所致及び新規口座振替事業所数の連絡を受けた数を計上する。  
2 数値は、小数点第2位を四捨五入とする。   



別紙様式4  

行動計画実施状況シート   

滞納事業所の解消数  

①滞納率某所数  ②新規滞納事業所数  ③滞納解消事業所故  ④滞納率業所数（月末）  滞納事業所（月末）の再掲  

平成20年度末  平成21年度末  平成Z1年度  平成22年度  平成21年度  平成22年度  平成之1年度  平成22年度  3月未満  3月以上12月未満  12月以上24月未満  24月以上   

4月  0   0  

0   0  

0   0  

0   0  

0   0  

0   0  

0   0  

D   0  

0   0  

0   0  

0   0  

0   0  

0   0   0   0  

（注）1延滞金のみを滞納している滞納事業所を含む。   

2健康保険甥生年金保険の滞納串集所に船員保険の滞納船舶所有者数を加えた数を計上する．   

3「①滞納専業所凱欄は、当該年度末の未納事業所一覧表（平成22年2月分のみの未納事業所を除く）より滞納事業所数を計上する。  r 

4②新規滞納某所凱柵は、当月新たに督促状の指定期限を経過した滞納事業所の件数を計上する。また、延滞金のみ新たに調査決定された事業所も計上する。  5r③滞納解消事業所凱欄 

は、当月において、完紋不納欠鰍こより滞納如く0となった事業所数を計上する。   

64月については、④滞納事業所数（月末）＝①滞納事業所数＋②新規滞納事業所敬一③滞納解消事業所数  

5月以降については、④滞納事業所数（月末）＝前月の④滞納事業所数（月末）＋②新規滞納事業所敬一③滞納解消事業所数   

7「滞納事業所（月末）再軌珊が3月未軌肌「3月以上12月未乱肌「12月以上24月未熟服び「24月以上」欄には、「滞納事斯（月末）」珊の滞納率某所のうち、当月時点で最も古い納付日的年月   からの期間（滞納月数）で滞納事業所数をいずれかに分類して計上する 

。  

9   



別紙様式5-1

行動計画実施状況シート
時効中断措置件数【健康保険・厚生年金保険】

1「①繰越事業所数」欄には、現存、全喪にかかわらず全ての事業所数を繰越事業所一覧表(4月 1日 繰越分)から計上する。            .
24月 の「④各月の期首において時効中断を講じる必要がある事業所数」欄は、「③時効中断措置を講じる必要がある事業所数(年度当初)」の事業所数を計上する。
35月 の「⑤各月の期中において新たに時効中断措置が必要となった事業所数」欄には、5月 1日 に繰り越した事業所数を計上する。
4「⑦各月の期中において完納文は納付義務が消滅した事業所数」欄は、完納した事業所数又は不納欠損(②に計止した分を除く)した事業所数を計上する。

OOプ ロック
00年 金事務所

繰越事業所数
①

繰越事業所のうち、時効中断中
及び執行停止中の事業所数

②

時効中断措置を講じる必要がある
事業所数 (年度当初)

③ (①―②)

0 14月 15月 16月 7月 8月 9月 10月 11月 141 1月 2月 3月 ■計|

1‐●各月の期首1,おいて,|||

デ1「l語ドギ1'「
■0 ・0 01

ｎ
υ 10

・　　・一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一・ 0
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０

・

01 10 01 10

す||   ■ | 0

:各月の7JI中 において

'T手

黎鷲:「
0

二|  :|
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別紙様式5－2  

行動計画実施状況シート  

時効中断措置件数【船員保険】   

繰越事業所数   
①  

繰越事業所のうち、時効中断中  
及び執行停止中の事業所数   

②  

時効中断措荘を講じる必要がある   
事業所数（年度当初）   

③（①－②）   0  4針  甲 
6月  7月  8月＋  ‡ 9月  19月  11月  1二2月  ・1月  n  計  

各月の期首において  
時効中断措置を請じる必要がある   

事業所致   
0  ′0   

0   0   O O 0  0   

0  

0  

＠  
各月の期中において  

新たに時効中断措置が必要となった  
事業所敦   弓 ‡  0   

⑤  
各月の期中において  
時効中断措正を講じた  

事業所致   0  

⑥  
各月の期中において  

完納又は納付緻務が消滅した   
手蔓軒数  

（ただし、⑥潤に計上した事業所を除く。）  

各月の期末において 

一 重  

今後、時効中断繕tを班じなけれげならない   
事業所敷   

0き  

0   O 0  0   O 
ト0   

0   O 0喜0  0   

⑧ニ（⑥十⑤－⑥－⑦） 
手   

（；）   

！  

1r①繰越事業所軌欄には、現存、全乳こかかわらず全ての事業所致を繰越事業所一覧表（4月1日繰越分坤、ら計上する。  
24月の「④各月の期首において時効中断を講じる必要がある事業所軌欄は、「③時効中断措置を講じる必要がある事業所数（年度当初）」の事業所数を計上する。  
35月が⑤各月の期中において新たに時効中断措置が必要となった事業所致」欄には、5月1日に繰り越した事業所数を計上する。  
4「⑦各月の期中において完納又は納付畿務が消滅した事業所凱欄は、完納した事業所数又は不納欠酎②に計上した分を除く）した事業所数を計上する。   
5 本シートは、船舶所有者にかかるものを計上する。  

1l   



別紙様式6－1  

行動計画実施状況シート  

執行停止件数及び金額〔健康保険・厚生年金保険〕  

（D執行停止対象事業所  ②執行停止処理車某所  ③新たに執行停止の対象となった事業所  

件数   金額   件数   金線   件数   金故   

4月  

5月   0   0  

6月   0   0  

7月   0   0  

8月   0   0  

9月   0   0  

10月   0   0  

11月   0   0  

12月  0   0  

1月   0   0  

2月   D   0  

3月   0   0  

合計  0   0   0   0   

（注）14月の「①執行停止対象事業所」は、平成22年3月末時点の未納事業所一覧表（全喪分）より執行停止中及び事件中（破産事件、競売事件）を除いた件数及び金銀を計上する。  

25月以降が①執行停止対象事業軌欄は、前月の「①執行停止対象事業所」－「②執行停止処理事業所」＋「③新たに執行停止の対象となった事業所」とする。  

3r新たに執行停止の対象となった事業軌は、現存草葉所から全喪事業所となった事業所、事件終結となった事業所（完結分を除く。）の件数及び金額を計上する。  

1之   



別紙様式6－2  

行動計画実施状況シート  

執行停止件数及び金額〔船員保険〕  

執行停止対象車某所  執行停止処理事業所  新たに執行停止の対象となった事業所  

件数   金森   件数   金額   件数   金額   

4月  

5月   0   0  

6月   0   0  

7月   0   0  

8月   D   0  

9月   0   0  

10月   0   0  

11月   0   0  

1之月   0   0  

1月   0   0  

2月   0   0  

3月   0   0  

合計  0   0   0   0   

（注）14月の「①執行停止対象事業所」は、平成22年3月末時点の未納事業所一覧表（全寮分）より執行停止中及び事件中く破産事件、焼売事件）を除いた件数及び金綾を計上する  

25月以降のr①執行停止対象事某所」欄は、前月の「①執行停止対象事業所］－「②執行停止処理事業所」＋「③新たに執行停止の対象となった事業所」とする。  

3 r新たに執行停止の対象となった事業所上は、現存事業所から全喪事業所となった事業所、事件終結となった事菓所（完結分を除く。〉の件数及び金線を計上する。  
4 本シートは、船舶所有者にかかるものを計上する。  
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別紙様式7   

行動計画実施状況シート  

差押件数  

00 ブロック   

00 年金事務所  

4月   5月 6月   7月  8月   9月   10月   11月   12月   1月   2月 3月   合計   

健康保険  
事業所数  0  

厚生年金保険  
件数  0  

4月   5月   6月   7月   8月   9   10月   11月   12月   1月   2月   3月   合計   

事業所数  0  

船員保険  

件数 0   

（注）1「事業所数」欄は、各月における差押執行した事業所の件数を記入すること。  

例えば、A滞納事業所に対して、不動産差押、売掛金の差押（2件）を実施した場合であっては、「事業所数」は1件とすること。  

2「件数」欄は、各月における差押執行した実績数を記入すること。  

例えば、A滞納事業所に対して、不動産差押、売掛金の差押（2件）を実施した場合であっては、「件数」は3件とすること。  

3「船員保険」欄は、船舶所有者にかかるものを計上する。  
r  
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